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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体情報測定部により被測定者の生体情報を測定するときの前記被測定者の状況別の前
記生体情報の測定数に基づき、前記被測定者の状況のうちの一部の状況を測定推進状況と
して特定する状況特定部と、
　前記被測定者の現在の状況を検出する現在状況検出部と、
　前記現在の状況が前記測定推進状況に該当する場合に、前記生体情報の測定に関する支
援情報を出力する支援情報出力部と、
　を備え、
　前記状況特定部は、前記被測定者の状況のうち少なくとも一つの状況の前記生体情報の
測定数が一定数に達した場合に前記生体情報の測定数が規定数に満たない前記一部の状況
を、前記測定推進状況として特定する情報処理装置。
【請求項２】
　前記支援情報は、前記生体情報測定部への前記生体情報の測定指示である請求項１に記
載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記支援情報は、前記生体情報測定部への前記生体情報の測定指示を発生させるための
入力操作を促す情報である請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記状況特定部は、各生体情報に関連付けられる前記被測定者の状況に基づき、前記被
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測定者の状況別の前記生体情報の測定数を表す情報を生成する請求項１乃至３の何れか一
つに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記状況特定部は、前記被測定者の状況のうち前記生体情報の測定数が相対的に少ない
前記一部の状況を、前記測定推進状況として特定する請求項１乃至４の何れか一つに記載
の情報処理装置。
【請求項６】
　前記現在状況検出部は、時間情報、位置情報、加速度情報、温湿度情報、気圧情報、及
び行動スケジュール情報のうちの少なくとも一つを前記被測定者の現在の状況として検出
する請求項１乃至５の何れか一つに記載の情報処理装置。
【請求項７】
　生体情報測定部の動作を支援する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
　前記生体情報測定部により被測定者の生体情報を測定するときの前記被測定者の状況別
の前記生体情報の測定数に基づき、前記被測定者の状況のうちの一部の状況を測定推進状
況として特定する状況特定過程と、
　前記被測定者の現在の状況を検出する現在状況検出過程と、
　前記現在の状況が前記測定推進状況に該当する場合に、前記生体情報の測定に関する支
援情報を出力する支援情報出力過程と、
　を備え、
　前記状況特定過程は、前記被測定者の状況のうち少なくとも一つの状況の前記生体情報
の測定数が一定数に達した場合に前記生体情報の測定数が規定数に満たない前記一部の状
況を、前記測定推進状況として特定する情報処理方法。
【請求項８】
　請求項１乃至６の何れか一つに記載の情報処理装置が備える各部としてコンピュータを
機能させる情報処理プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、情報処理装置、情報処理方法、及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、どこでも手軽に血圧等の生体情報を測定することができるウェアラブル型の生体
情報測定装置の開発が進められている。特許文献１には、その一例として測定指示の入力
操作に応じて血圧測定を開始するウェアラブル血圧計が開示されている。
【０００３】
　このようなウェアラブル血圧計により、様々な状況において手軽に血圧を測定すること
ができる。例えば、自宅や職場など様々な場所において血圧値を測定し記録すること、及
び外出先を含め様々な時間において血圧値を測定し記録することができる。これら様々な
状況で測定された血圧値が健康管理などに利用されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－０２３５４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記したようなウェアラブル血圧計を使用することにより、自宅や職場などの様々な状
況で血圧を測定しその測定値を記録することができる。しかし、測定忘れなどにより、状
況別の血圧値の測定数に不足、偏り、又はばらつきなど（以下、「不足など」とも表記す
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る）が生じることがある。例えば、状況別の血圧値の測定数において、職場の血圧値の測
定数が、自宅の血圧値の測定数より少なくなることがある。状況別の血圧値の測定数に不
足などが発生していると、状況別の血圧値に基づく健康管理が不十分なものとなる可能性
がある。
【０００６】
　本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、被
測定者の状況別の生体情報の測定数の不足などの解消を支援する技術を提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
【０００８】
　すなわち、本発明の第１の態様に係る情報処理装置は、生体情報測定部により被測定者
の生体情報を測定するときの前記被測定者の状況別の前記生体情報の測定数に基づき、前
記被測定者の状況のうちの一部の状況を測定推進状況として特定する状況特定部と、前記
被測定者の現在の状況を検出する現在状況検出部と、前記現在の状況が前記測定推進状況
に該当する場合に、前記生体情報の測定に関する支援情報を出力する支援情報出力部と、
を備える。
【０００９】
　上記構成によれば、現在の状況が測定推進状況に該当する場合に生体情報の測定に関す
る支援情報が出力されることにより、測定推進状況における生体情報の測定及び記録が期
待できる。これにより、状況別の生体情報の測定数の不足などの解消が期待できる。
【００１０】
　本発明の第２の態様は、第１の態様の情報処理装置において、前記支援情報は、前記生
体情報測定部への前記生体情報の測定指示である。
【００１１】
　上記構成によれば、支援情報に基づき測定推進状況において血圧が測定される。これに
より、状況別の生体情報の測定数の不足などの解消が期待できる。
【００１２】
　本発明の第３の態様は、第１の態様の情報処理装置において、前記支援情報は、前記生
体情報測定部への前記生体情報の測定指示を発生させるための入力操作を促す情報である
。
【００１３】
　上記構成によれば、支援情報の出力により、測定推進状況において生体情報の測定指示
を発生させるための入力操作が促され、生体情報の測定が期待できる。これにより、状況
別の生体情報の測定数の不足などの解消が期待できる。
【００１４】
　本発明の第４の態様は、第１乃至３の何れか一つの態様の情報処理装置において、前記
状況特定部は、各生体情報に関連付けられる前記被測定者の状況に基づき、前記被測定者
の状況別の前記生体情報の測定数を表す情報を生成する。
【００１５】
　上記構成によれば、各生体情報に関連付けられる被測定者の状況に基づき状況別の生体
情報の測定数を表す情報が生成され、状況別の生体情報の測定数に基づき測定推進状況を
特定することができる。例えば、状況別の生体情報の不足などが発生している状況を測定
推進状況として特定することができ、状況別の生体情報の不足などの解消が期待できる。
【００１６】
　本発明の第５の態様は、第１乃至４の何れか一つの態様の情報処理装置において、前記
状況特定部は、前記被測定者の状況のうち前記生体情報の測定数が規定数に満たない前記
一部の状況を、前記測定推進状況として特定する。
【００１７】
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　上記構成によれば、状況別の生体情報の測定数が規定数に満たない状況において、生体
情報の測定を支援することができ、測定数が規定数に満たない状況の生体情報の不足など
の解消が期待できる。
【００１８】
　本発明の第６の態様は、第１乃至４の何れか一つの態様の情報処理装置において、前記
状況特定部は、前記被測定者の状況のうち前記生体情報の測定数が相対的に少ない前記一
部の状況を、前記測定推進状況として特定する。
【００１９】
　上記構成によれば、状況別の生体情報の測定数が相対的に少ない状況において、生体情
報の測定を支援することができ、測定数が相対的に少ない状況の生体情報の不足などの解
消が期待できる。
【００２０】
　本発明の第７の態様は、第１乃至６の何れか一つの態様の情報処理装置において、前記
現在状況検出部は、時間情報、位置情報、加速度情報、温湿度情報、気圧情報、及び行動
スケジュール情報のうちの少なくとも一つを前記被測定者の現在の状況として検出する。
【００２１】
　上記構成によれば、時間情報、位置情報、加速度情報、温湿度情報、気圧情報、及び行
動スケジュール情報のうちの少なくとも一つに応じた現在の状況を検出することができる
。
【００２２】
　本発明の第８の態様に係る情報処理方法は、生体情報測定部の動作を支援する情報処理
装置が実行する情報処理方法であって、前記生体情報測定部により被測定者の生体情報を
測定するときの前記被測定者の状況別の前記生体情報の測定数に基づき、前記被測定者の
状況のうちの一部の状況を測定推進状況として特定する状況特定過程と、前記被測定者の
現在の状況を検出する現在状況検出過程と、前記現在の状況が前記測定推進状況に該当す
る場合に、前記生体情報の測定に関する支援情報を出力する支援情報出力過程と、を備え
る。
【００２３】
　上記構成によれば、上述の第１の態様と同様の効果を得ることができる。
【００２４】
　本発明の第９の態様は、第１乃至７の何れか一つの態様の情報処理装置が備える各部と
してコンピュータを機能させる情報処理プログラムである。
【００２５】
　上記構成によれば、情報処理プログラムは、上述の第１乃至第７の何れかの態様と同様
の効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、被測定者の状況別の生体情報の測定数の不足などの解消を支援する技
術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、実施の形態に係る血圧計の一例を示す外観図。
【図２】図２は、実施の形態に係る血圧計の一例を示すブロック図。
【図３】図３は、実施の形態に係る血圧計の一例を示す断面図。
【図４】図４は、実施の形態に係る血圧計の一例を示す機能ブロック図。
【図５】図５は、実施の形態に係る血圧関連情報の一例を示す図。
【図６】図６は、実施の形態に係る血圧測定状況別のグループ分けの一例を示す図。
【図７】図７は、実施の形態に係る血圧測定処理の一例を示すフローチャート。
【図８】図８は、実施の形態に係る血圧測定支援処理の第１例を示すフローチャート。
【図９】図９は、実施の形態に係る血圧測定支援処理の第２例を示すフローチャート。
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の一側面に係る実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を、図
面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発
明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことがで
きることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的
構成が適宜採用されてもよい。なお、本実施形態において登場する信号などを自然言語に
より説明しているが、より具体的には、コンピュータが認識可能な疑似言語、コマンド、
パラメータ、マシン語などで指定される。
【００２９】
　［一実施の形態］　
　（構成）　
　図１は、この発明に係る情報処理装置の一実施形態である血圧計１の外観を示す図であ
る。　
　血圧計１は、腕時計型ウェアラブルデバイスである。血圧計１は、血圧測定部としての
血圧測定機能を備え、さらに種々の情報処理機能を備えている。情報処理機能には、例え
ば、活動量測定機能、歩数計測機能、睡眠状態計測機能、及び、環境（温度・湿度）計測
機能が含まれる。血圧計１は、例えば、被測定者による血圧測定の開始指示の入力、又は
血圧計１が自律的に発生するトリガー信号に基づいて血圧測定を開始するタイプの血圧計
である。　
　血圧計１は、本体１０と、ベルト２０と、カフ構造体３０とを備えている。
【００３０】
　本体１０の構成について説明する。
　本体１０は、血圧計１の制御系の要素などの複数の要素を搭載可能に構成されている。
　本体１０は、ケース１０Ａと、ガラス１０Ｂと、裏蓋１０Ｃとを備えている。　
　ケース１０Ａは、例えば、略短円筒状である。ケース１０Ａは、その側面の２カ所それ
ぞれに、ベルト２０を取り付けるための１対の突起状のラグを備えている。　
　ガラス１０Ｂは、ケース１０Ａの上部に取り付けられている。ガラス１０Ｂは、例えば
、円形状である。　
　裏蓋１０Ｃは、ガラス１０Ｂと対向するように、ケース１０Ａの下部に着脱可能に取り
付けられる。
【００３１】
　本体１０は、表示部１０１と、操作部１０２とを搭載している。　
　表示部１０１は、種々の情報を表示する。表示部１０１は、本体１０内にあって、ガラ
ス１０Ｂを介して被測定者が視認可能な位置に設けられている。表示部１０１は、例えば
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）である。表示部１０１は、有機ＥＬ（Electro Lumi
nescence）ディスプレイであってもよい。表示部１０１は、種々の情報を表示する機能を
備えていればよく、これらに限定されるものではない。表示部１０１は、ＬＥＤ（Light 
Emitting Diode）を備えていてもよい。
【００３２】
　操作部１０２は、血圧計１に対する種々の指示を入力するための要素である。操作部１
０２は、本体１０の側面に設けられている。操作部１０２は、例えば、１以上のプッシュ
式スイッチを備えている。操作部１０２は、感圧式（抵抗式）又は近接式（静電容量式）
のタッチパネル式スイッチであってもよい。操作部１０２は、血圧計１に対する種々の指
示を入力する機能を備えていればよく、これらに限定されるものではない。
【００３３】
　操作部１０２が備えるスイッチの例について説明する。　
　操作部１０２は、血圧測定の開始又は停止を指示するための測定スイッチを備えている
。また操作部１０２は、表示部１０１の表示画面を予め定められたホーム画面へ戻すため
のホームスイッチや、過去の血圧、活動量などの測定記録を表示部１０１に表示させるた
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めの記録呼出スイッチを備えていてもよい。
【００３４】
　なお、本体１０は、表示部１０１及び操作部１０２以外の複数の要素を搭載している。
本体１０が搭載する複数の要素については後述する。
【００３５】
　ベルト２０の構成について説明する。　
　ベルト２０は、被測定者の被測定部位（例えば、左手首）を取り巻き可能に構成されて
いる。ベルト２０の幅方向をＸ方向とする。ベルト２０が被測定部位を取り巻く方向をＹ
方向とする。　
　ベルト２０は、第１ベルト部２０１と、第２ベルト部２０２と、尾錠２０３と、ベルト
保持部２０４とを備えている。
【００３６】
　第１ベルト部２０１は、本体１０から一方向片側（図１では、右側）へ延在する帯状で
ある。第１ベルト部２０１のうち本体１０に近い根元部２０１ａは、本体１０の１対のラ
グに対して、連結棒４０１を介して回動自在に取り付けられている。
【００３７】
　第２ベルト部２０２は、本体１０から一方向他側（図１では、左側）へ延在する帯状で
ある。第２ベルト部２０２のうち本体１０に近い根元部２０２ａは、本体１０の一対のラ
グに対して、連結棒４０２を介して回動自在に取り付けられている。第２ベルト部２０２
のうち根元部２０２ａと本体１０から遠い先端部２０２ｂとの間には、複数の小穴２０２
ｃが、第２ベルト部２０２の厚さ方向に貫通して形成されている。
【００３８】
　尾錠２０３は、第１ベルト部２０１と第２ベルト部２０２とを締結可能に構成されてい
る。尾錠２０３は、第１ベルト部２０１のうち本体１０から遠い先端部２０１ｂに取り付
けられている。尾錠２０３は、枠状体２０３Ａと、つく棒２０３Ｂと、連結棒２０３Ｃと
を備えている。　
　枠状体２０３Ａ及びつく棒２０３Ｂは、第１ベルト部２０１の先端部２０１ｂに対して
、連結棒２０３Ｃを介して回動自在に取り付けられている。枠状体２０３Ａ及びつく棒２
０３Ｂは、例えば、金属材料で構成されている。枠状体２０３Ａ及びつく棒２０３Ｂは、
プラスチック材料で構成されていてもよい。第１ベルト部２０１と第２ベルト部２０２と
の締結時に、第２ベルト部２０２の先端部２０２ｂは、枠状体２０３Ａに通される。つく
棒２０３Ｂは、第２ベルト部２０２の複数の小穴２０２ｃのうちのいずれか一つに挿通さ
れる。
【００３９】
　ベルト保持部２０４は、第１ベルト部２０１のうち根元部２０１ａと先端部２０１ｂと
の間に取り付けられている。第１ベルト部２０１と第２ベルト部２０２との締結時に、第
２ベルト部２０２の先端部２０２ｂは、ベルト保持部２０４に通される。
【００４０】
　カフ構造体３０の構成について説明する。　
　カフ構造体３０は、血圧測定時に被測定部位を圧迫可能に構成されている。　
　カフ構造体３０は、Ｙ方向に沿って延在する帯状である。カフ構造体３０は、ベルト２
０の内周面に対向している。カフ構造体３０の一端３０ａは、本体１０に取り付けられて
いる。カフ構造体３０の他端３０ｂは、自由端である。このため、カフ構造体３０は、ベ
ルト２０の内周面から離間自在である。　
　カフ構造体３０は、カーラ３０１と、押圧カフ３０２と、背板３０３と、センシングカ
フ３０４とを備えている。
【００４１】
　カーラ３０１は、カフ構造体３０の最外周に配置されている。カーラ３０１は、自然状
態では、Ｙ方向に沿って湾曲している。カーラ３０１は、所定の可撓性及び硬さを有する
樹脂板である。樹脂板は、例えば、ポリプロピレンで構成されている。
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【００４２】
　押圧カフ３０２は、カーラ３０１の内周面に沿って配置されている。押圧カフ３０２は
、袋状である。押圧カフ３０２には、可撓性チューブ５０１（図２に示す）が取り付けら
れている。可撓性チューブ５０１は、本体１０側から圧力伝達用の流体（以下、単に「流
体」とも表記する）を供給し、又は、押圧カフ３０２から流体を排出するための要素であ
る。流体は、例えば、空気である。流体が押圧カフ３０２に供給されると、押圧カフ３０
２は膨張し、被測定部位を圧迫する。
【００４３】
　なお、押圧カフ３０２は、例えば、厚さ方向に積層されている２つの流体袋を含んでい
てもよい。各流体袋は、例えば、伸縮可能なポリウレタンシートで構成されている。流体
が押圧カフ３０２に供給されると、流体は、各流体袋に流入する。各流体袋が膨張するこ
とで、押圧カフ３０２は膨張する。
【００４４】
　背板３０３は、押圧カフ３０２の内周面に沿って配置されている。背板３０３は、帯状
である。背板３０３は、例えば、樹脂で構成されている。樹脂は、例えば、ポリプロピレ
ンである。背板３０３は、補強板として機能する。このため、背板３０３は、押圧カフ３
０２からの押圧力をセンシングカフ３０４の全域に伝えることができる。　
　背板３０３の内周面及び外周面には、方向Ｘに延びる断面Ｖ字状又はＵ字状の溝が、方
向Ｙに関して互いに離間して複数平行に設けられている。背板３０３は屈曲し易いので、
背板３０３は、カフ構造体３０が湾曲しようとすることを妨げない。
【００４５】
　センシングカフ３０４は、背板３０３の内周面に沿って配置されている。センシングカ
フ３０４は、袋状である。センシングカフ３０４は、第１のシート３０４Ａ（図３に示す
）と、第１のシート３０４Ａに対向する第２のシート３０４Ｂ（図３に示す）とを備えて
いる。第１のシート３０４Ａは、カフ構造体３０の内周面３０ｃに相当する。このため、
第１のシート３０４Ａは、被測定部位に接する。第２のシート３０４Ｂは、背板３０３の
内周面に対向する。第１のシート３０４Ａ及び第２のシート３０４Ｂは、例えば、伸縮可
能なポリウレタンシートである。センシングカフ３０４には、可撓性チューブ５０２（図
２に示す）が取り付けられている。可撓性チューブ５０２は、センシングカフ３０４に流
体を供給し、又は、センシングカフ３０４から流体を排出するための要素である。
【００４６】
　次に、本体１０が搭載する複数の要素について説明する。　
　図２は、血圧計１のハードウェアの構成を示すブロック図である。　
　本体１０は、上述の表示部１０１及び操作部１０２に加えて、制御部１０３と、記憶部
１０４と、加速度センサ１０５と、温湿度センサ１０６と、気圧センサ１０７と、通信部
１０８と、ＧＰＳ（Global Positioning System）受信機１０９、電池１１０と、第１圧
力センサ１１１と、第２圧力センサ１１２と、ポンプ駆動回路１１３、ポンプ１１４と、
開閉弁１１５とを搭載している。
【００４７】
　制御部１０３は、コンピュータを構成するプロセッサ、ＲＡＭ（Random Access Memory
）、ＲＯＭ（Read Only Memory）などを含み、ＲＯＭ及び記憶部１０４の少なくとも一方
に記憶されるプログラム（情報処理プログラム）に基づき情報処理に応じて各構成要素を
制御する。例えば、プロセッサは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）である。なお、
プログラムは、制御部１０３を動作させる命令である。
【００４８】
　また、制御部１０３は、加速度センサ１０５、温湿度センサ１０６、気圧センサ１０７
、通信部１０８、ＧＰＳ受信機１０９、第１圧力センサ１１１、及び第２圧力センサ１１
２から取得したデータを記憶部１０４へ記憶させる。制御部１０３に実装される各部の構
成については後述する。
【００４９】
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　記憶部１０４は、例えば、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブなどの
補助記憶装置である。例えば、記憶部１０４は、制御部１０３で実行されるプログラムを
記憶する。また、記憶部１０４は、血圧計１を制御するために用いられる制御データ、及
び血圧計１の各種機能を設定するための設定データなどを記憶する。また、記憶部１０４
は、プログラムが実行されるときのワークメモリなどとして用いられる。
【００５０】
　また、記憶部１０４は、血圧関連情報を記憶する。例えば、血圧関連情報は、異なる日
時に測定された複数の血圧情報、及び各血圧情報に関連付けられた血圧を測定したときの
被測定者の状況（以下、「血圧測定状況」とも表記する）を含む。例えば、血圧情報は、
血圧値（収縮期血圧ＳＢＰ（Systolic Blood Pressure）と拡張期血圧ＤＢＰ（Diastolic
 Blood Pressure）など）を含む。また、血圧測定状況は、血圧測定のタイミングに応じ
て取得される時間情報（測定時間）、位置情報（測定位置）、加速度情報、温湿度情報、
気圧情報、及び行動スケジュール情報などのうちの少なくとも一つを含む。なお、血圧測
定状況として、少なくとも時間情報を含むようにしてもよい。例えば、上記した血圧測定
のタイミングとは、血圧測定開始時、血圧測定途中、又は血圧測定終了時のいずれか一つ
のタイミングである。また、加速度情報については、血圧測定開始よりも所定時間前（例
えば１分前又は５分前）のタイミングに応じて取得される情報であってもよい。
【００５１】
　加速度センサ１０５は、３軸加速度センサである。加速度センサ１０５は、互いに直交
する３方向の加速度を表す加速度情報を制御部１０３へ出力する。加速度情報は、被測定
者の動きを表す情報の一例である。制御部１０３は、加速度情報を用いて、被測定者の歩
行だけでなく、家事やデスクワークなどの様々な活動における活動量を算出することがで
きる。活動量は、例えば、移動（歩行）距離、消費カロリー、又は、脂肪燃焼量などの被
測定者の活動に関連する指標である。制御部１０３は、加速度情報を用いて、被測定者の
就寝前、就寝中、及び起床後を推定することもできる。また、制御部１０３は、加速度情
報を用いて、被測定者が運動中か否かを推定することもできる。
【００５２】
　温湿度センサ１０６は、血圧計１の周辺の環境温度及び湿度を計測する。温湿度センサ
１０６は、環境温度及び湿度を表す環境データを制御部１０３へ出力する。例えば、気温
（気温の変化）は、人間の血圧変動を引き起こし得る要素の１つとして考えられる。この
ため、環境データは、被測定者の血圧変動の要因となり得る情報である。
【００５３】
　気圧センサ１０７は、気圧を検出する。気圧センサ１０７は、気圧情報を制御部１０３
へ出力する。制御部１０３は、気圧情報及び加速度情報を用いて、被測定者の歩数、早歩
き歩数、及び、階段のぼり歩数などを計測することができる。
【００５４】
　通信部１０８は、血圧計１をサーバ７０及び携帯端末８０のうちの少なくとも何れか一
方と接続するためのインタフェースである。携帯端末８０は、例えば、スマートフォンや
タブレット端末などである。携帯端末８０は、被測定者が所有しているものとする。通信
部１０８は、制御部１０３によって制御される。通信部１０８は、ネットワークを介して
、情報をサーバ７０及び携帯端末８０のうちの少なくとも何れか一方へ送信する。通信部
１０８は、ネットワークを介して受信したサーバ７０及び携帯端末８０のうちの少なくと
も何れか一方からの情報を制御部１０３へ受け渡す。このネットワークを介した通信は、
無線、有線のいずれでもよい。ネットワークは、例えば、インターネットであるが、これ
に限定されない。ネットワークは、病院内ＬＡＮ（Local Area Network）のような他の種
類のネットワークであってもよいし、ＵＳＢケーブルなどを用いた１対１の通信であって
もよい。通信部１０８は、マイクロＵＳＢコネクタを含んでいてもよい。通信部１０８は
、ブルートゥース（登録商標）などの近距離無線通信により、情報を携帯端末８０へ送信
してもよい。
【００５５】
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　ＧＰＳ受信機１０９は、複数のＧＰＳ衛星から送信されるＧＰＳ信号をそれぞれ受信し
、受信したＧＰＳ信号を制御部１０３へ出力する。制御部１０３は、上記各ＧＰＳ信号を
もとに測距演算を行うことで、血圧計１の現在位置、つまり血圧計１を装着している被測
定者の現在位置を算出する。なお、血圧計１は、ＧＰＳ受信機１０９及び制御部１０３に
よる測距演算機能は必ずしも備えていなくてもよい。この場合、血圧計１は、携帯端末８
０から当該携帯端末８０により算出された現在位置を示す位置情報を、通信部１０８を介
して取得する。携帯端末８０により算出された位置情報は、血圧計１の現在位置に対応す
る。例えば、携帯端末８０が、ＧＰＳ受信機能を備え、ＧＰＳ受信機能により受信される
ＧＰＳ信号から位置情報を算出してもよいし、携帯端末８０が、基地局との通信により位
置情報を取得するようにしてもよい。
【００５６】
　電池１１０は、例えば、充電可能な２次電池である。電池１１０は、本体１０に搭載さ
れている各要素へ電力を供給する。電池１１０は、例えば、表示部１０１、操作部１０２
、制御部１０３、記憶部１０４、加速度センサ１０５、温湿度センサ１０６、気圧センサ
１０７、通信部１０８、第１圧力センサ１１１、第２圧力センサ１１２、ポンプ駆動回路
１１３、ポンプ１１４、及び、開閉弁１１５へ電力を供給する。
【００５７】
　第１圧力センサ１１１は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサである。第１圧力センサ１
１１は、第１の流路を構成する可撓性チューブ５０１及び第１の流路形成部材５０３を介
して、押圧カフ３０２内の圧力を検出する。第１圧力センサ１１１は、圧力データを制御
部１０３へ出力する。
【００５８】
　第２圧力センサ１１２は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサである。第２圧力センサ１
１２は、第２の流路を構成する可撓性チューブ５０２及び第２の流路形成部材５０４を介
して、センシングカフ３０４内の圧力を検出する。第２圧力センサ１１２は、圧力データ
を制御部１０３へ出力する。
【００５９】
　ポンプ駆動回路１１３は、制御部１０３からの制御信号に基づいて、ポンプ１１４を駆
動する。
【００６０】
　ポンプ１１４は、例えば、圧電ポンプである。ポンプ１１４は、第１の流路を介して、
押圧カフ３０２に流体流通可能に接続されている。ポンプ１１４は、第１の流路を通して
、押圧カフ３０２に流体を供給することができる。なお、ポンプ１１４には、ポンプ１１
４のオン／オフに伴って開閉が制御される図示しない排気弁が搭載されている。すなわち
、この排気弁は、ポンプ１１４がオンされると閉じて、押圧カフ３０２内に空気を封入す
るのを助ける。一方、この排気弁は、ポンプ１１４がオフされると開いて、押圧カフ３０
２内の空気を第１の流路を通して、大気中へ排出させる。なお、この排気弁は、逆止弁の
機能を有し、排出される空気が逆流することはない。
【００６１】
　ポンプ１１４は、さらに、第２の流路を介して、センシングカフ３０４に流体流通可能
に接続されている。ポンプ１１４は、第２の流路を通して、センシングカフ３０４に流体
を供給することができる。
【００６２】
　開閉弁１１５は、第２の流路形成部材５０４に介挿されている。開閉弁１１５は、例え
ば、常開の電磁弁である。開閉弁１１５の開閉（開度）は、制御部１０３からの制御信号
に基づいて制御される。開閉弁１１５が開状態にあるとき、ポンプ１１４は、第２の流路
を通して、センシングカフ３０４に流体を供給することができる。
【００６３】
　次に、血圧計１が被測定部位に装着された状態（以下、「装着状態」とも表記する）に
ついて説明する。　
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　図３は、装着状態における被測定部位である左手首９０に垂直な断面を示す図である。
本体１０とベルト２０の図示は省略されている。図３には、左手首９０の橈骨動脈９１、
尺骨動脈９２、橈骨９３、尺骨９４、及び、腱９５が示されている。
【００６４】
　この装着状態では、カーラ３０１は、左手首９０の外周（Ｚ方向）に沿って延在する。
押圧カフ３０２は、カーラ３０１の内周側で、Ｚ方向に沿って延在する。背板３０３は、
押圧カフ３０２とセンシングカフ３０４との間に介挿され、Ｚ方向に沿って延在する。セ
ンシングカフ３０４は、左手首９０に接し、かつ、左手首９０の動脈通過部分９０ａを横
切るようにＺ方向に延在する。ベルト２０、カーラ３０１、押圧カフ３０２、及び、背板
３０３は、左手首９０へ向かって押圧力を発生可能な押圧部材として働き、センシングカ
フ３０４を介して左手首９０を圧迫する。
【００６５】
　次に、制御部１０３が備えるソフトウェアの構成について説明する。　
　図４は、血圧計１の制御部１０３が備えるソフトウェアの構成を示すブロック図である
。制御部１０３は、実施の形態に係る特徴的な制御機能として、情報取得部１０３１、状
況特定部１０３２、現在状況検出部１０３３、支援情報出力部１０３４、血圧測定部１０
３５、及び血圧情報出力部１０３６を備えている。これらの制御機能はいずれもＲＯＭな
どに格納されたプログラムをプロセッサに実行させることにより実現される。なお、各制
御機能部は、２以上のプロセッサに分散されて実装されてもよい。
【００６６】
　情報取得部１０３１の構成について説明する。　
　情報取得部１０３１は、記憶部１０４から血圧関連情報を取得し、血圧関連情報を状況
特定部１０３２へ出力する。また、情報取得部１０３１は、現在の時間情報、位置情報、
加速度情報、温湿度情報、気圧情報、及び登録済みの行動スケジュール情報などのうちの
少なくとも一つの情報を取得し、少なくとも一つの情報を現在状況検出部１０３３へ出力
する。なお、情報取得部１０３１は、少なくとも時間情報を取得し、現在状況検出部１０
３３へ出力するようにしてもよい。
【００６７】
　例えば、情報取得部１０３１は、通信部１０８から時間情報を取得する。通信部１０８
は、サーバ７０又は携帯端末８０から時間情報を受信する。なお、血圧計１が時計機能を
備える場合には、情報取得部１０３１はこの時計機能により提供される時間情報を取得す
るようにしてもよい。この場合、時計機能は、通信部１０８から取得される時間情報によ
り現在日時を補正し、補正した時間情報を提供するようにしてもよい。
【００６８】
　例えば、情報取得部１０３１は、ＧＰＳ受信機１０９からのＧＰＳ信号を取得する。或
いは、情報取得部１０３１は、通信部１０８から現在位置を示す位置情報を取得するよう
にしてもよい。例えば、情報取得部１０３１は、通信部１０８から行動スケジュール情報
を取得する。通信部１０８は、携帯端末８０から行動スケジュール情報を受信する。
【００６９】
　例えば、携帯端末８０にはスケジュール管理アプリケーションソフトがインストールさ
れ、スケジュール管理アプリケーションソフトは、行動スケジュール情報を作成し登録し
、また、外部へ出力する。例えば、行動スケジュール情報は、就寝時刻及び起床時刻など
を含む。例えば、情報取得部１０３１は、加速度センサ１０５から加速度情報を取得し、
温湿度センサ１０６から温湿度情報を取得し、気圧センサ１０７から気圧情報を取得する
。
【００７０】
　状況特定部１０３２の構成について説明する。　
　状況特定部１０３２は、血圧情報を測定するときの被測定者の状況を表す情報を取得し
、取得された被測定者の状況を表す情報に基づいて、血圧測定状況別の血圧情報の測定数
又は測定頻度を検出する。そして、上記血圧測定状況別の血圧情報の測定数又は測定頻度
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に基づいて、被測定者の状況のうちの一部の状況を血圧情報の測定を推進すべき状況（以
下、「測定推進状況」とも表記する）として特定し、測定推進状況を表す情報を支援情報
出力部１０３４へ出力する。
【００７１】
　例えば、状況特定部１０３２は、各血圧情報に関連付けられた血圧測定状況に基づき、
血圧情報をグループ分けする。状況特定部１０３２は、時間情報、位置情報、加速度情報
、温湿度情報、気圧情報、及び行動スケジュール情報などのうちの少なくとも一つの状況
に基づき血圧情報をグループ分けする。
【００７２】
　例えば、状況特定部１０３２は、時間情報に基づき時間帯別に血圧情報をグループ分け
する。また、状況特定部１０３２は、時間帯に基づき就寝中及び起床中に分けて血圧情報
をグループ分けするようにしてもよい。例えば、状況特定部１０３２は、７：００～２２
：５９の血圧情報を起床中、及び２３：００～６：５９の血圧情報を就寝中と特定してグ
ループ分けするようにしてもよい。或いは、状況特定部１０３２は、さらに時間帯を絞り
込み、９：００～２０：００の血圧情報を起床中、及び１：００～４：００の血圧情報を
就寝中と特定してグループ分けするようにしてもよい。或いは、状況特定部１０３２は、
加速度情報に基づき就寝中か否かを特定して就寝中か否かの状況別に血圧情報をグループ
分けするようにしてもよい。また、状況特定部１０３２は、位置情報に基づき現在の位置
が登録位置に該当するか否かを特定して登録位置別に血圧情報をグループ分けする。また
、状況特定部１０３２は、加速度情報に基づき運動中か否かを特定して運動中か否かの状
況別に血圧情報をグループ分けする。
【００７３】
　また、状況特定部１０３２は、複数の状況を組み合わせて血圧情報をグループ分けする
ようにしてもよい。例えば、状況特定部１０３２は、位置情報と加速度情報を組み合わせ
て、通勤移動中か否かを特定して通勤移動中か否かの状況別に血圧情報をグループ分けす
る。また、状況特定部１０３２は、時間情報と行動スケジュール情報を組み合わせて、就
寝前、就寝中、及び起床後を特定して就寝前、就寝中、及び起床後の状況別に血圧情報を
グループ分けする。例えば、就寝前は就寝から２時間以前で指定された時間、起床後は起
床から２時間以内で指定された時間とする。
【００７４】
　図５は、血圧関連情報の一例を示す図である。図５に示す血圧関連情報は、複数回の測
定により得られる複数の血圧情報、及び各血圧情報に関連付けられた血圧測定状況（例え
ば時間情報、位置情報、及び加速度情報を含む）を含む。
【００７５】
　図６は、血圧測定状況別のグループ分けの一例を示す図である。図６に示すように、例
えば、状況特定部１０３２が、識別情報Ｇ１に対応する職場、識別情報Ｇ２に対応する病
院、識別情報Ｇ３に対応する就寝前、識別情報Ｇ４に対応する就寝中、識別情報Ｇ５に対
応する起床後、及び識別情報Ｇ６に対応する運動中にグループ分けして、各グループに含
まれる血圧情報の測定数を算出する。なお、職場では職場ストレス、病院では白衣ストレ
スなどが原因で血圧変動が生じることがあり、また、就寝前、就寝中、起床後、又は運動
中でも血圧変動が生じることがあり、これら各状況において収集される血圧情報を健康管
理に利用することができる。
【００７６】
　例えば、状況特定部１０３２は、一定期間（例えば１０日間）用の規定数と、一定期間
中（例えば１０日間）の各グループの血圧情報の測定数とを比較して、規定数に満たない
測定数のグループを不足グループと特定する。或いは、状況特定部１０３２は、血圧計１
の使用開始又は最初の測定日時からの経過期間に応じて増加する規定数と、血圧計１の使
用開始又は最初の測定日時から蓄積される各グループの血圧情報の測定数とを比較して、
規定数に満たない測定数のグループを不足グループと特定するようにしてもよい。また、
一日経過毎に規定数を１加算するようにしてもよい。
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【００７７】
　なお、過剰に不足が特定される状況の発生を防止するため、少なくとも一つのグループ
の血圧情報の測定数が一定数（例えば５）に達してから不足グループを特定するようにし
てもよい。或いは、血圧計１の使用を開始してから一定時間（例えば１週間）が経過して
から不足グループを特定するようにしてもよい。
【００７８】
　状況特定部１０３２は、不足グループの状況を測定推進状況として特定する。なお、血
圧情報の測定数の代わりに測定頻度を算出するようにしてもよい。
【００７９】
　図６のグループ分けの例において、例えば、規定数を１０に設定すれば、状況特定部１
０３２は、就寝中の血圧情報を不足と特定し、この就寝中の状況を測定推進状況として特
定する。なお、就寝中の血圧測定は血圧測定スケジュールに基づく測定である。例えば、
血圧測定スケジュールが、午前２：００の血圧測定スケジュールを含む。この就寝中の血
圧情報が不足する要因としては、睡眠を妨げられたくないとする被測定者の意志により血
圧測定スケジュールによる血圧測定機能がオフにされることが考えられる。
【００８０】
　或いは、図６のグループ分けの例において、例えば、規定数を２０に設定すれば、状況
特定部１０３２は、就寝中と運動中の血圧情報を不足と特定し、就寝中と運動中の状況を
測定推進状況として特定する。また、グループ別に異なる規定数を設定するようにしても
よい。例えば、毎日の就寝中に測定可能な就寝中の規定数を１０に設定し、毎日の運動習
慣が無いことを前提とすれば運動中の規定数を５に設定するようにしてもよい。
【００８１】
　また、状況特定部１０３２は、一定期間中の各グループの血圧情報の測定数を比較して
、相対的に少ない測定数の血圧情報しか含まないグループを不足グループと特定するよう
にしてもよい。例えば、一定期間中の各グループにおいて最も少ない測定数の血圧情報し
か含まないグループを不足グループと特定してもよい。また、一定期間中の各グループに
おいて最も多い測定数の血圧情報を含むグループの血圧情報の測定数に対して規定の割合
を満たさない血圧情報の測定数しか含まないグループを不足グループと特定するようにし
てもよい。また、一定期間中の各グループに含まれる血圧情報の測定数の平均値に満たな
い測定数の血圧情報しか含まないグループを不足グループと特定するようにしてもよい。
また、一定期間中の各グループに含まれる血圧情報の測定数の平均値に対して規定の割合
を満たさない測定数の血圧情報しか含まないグループを不足グループと特定するようにし
てもよい。
【００８２】
　現在状況検出部１０３３の構成について説明する。　
　現在状況検出部１０３３は、時間情報、位置情報、加速度情報、温湿度情報、気圧情報
、及び行動スケジュール情報などのうちの少なくとも一つの情報から現在の被測定者の状
況を検出し、この現在の状況を支援情報出力部１０３４及び血圧情報出力部１０３６へ出
力する。支援情報出力部１０３４は、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況
が測定推進状況に該当するか否かを判断する。血圧情報出力部１０３６は、血圧測定に対
応して、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況を血圧測定状況として利用す
る。なお、現在状況検出部１０３３による「検出」を「推定」と読み替えてもよい。
【００８３】
　例えば、現在状況検出部１０３３は、取得された位置情報（現在位置）と事前登録され
た位置情報（登録位置）に基づき、現在位置が登録位置に該当するか否かを検出する。例
えば、現在位置が登録位置から所定範囲に含まれる場合に、現在位置が登録位置に該当す
ることを検出する。つまり、現在状況検出部１０３３は、現在の状況として、現在の位置
が登録位置に該当するか否かを検出することができる。例えば、職場、自宅、病院などの
うちの少なくとも一つの位置を事前登録することにより、現在の位置がこれら少なくとも
一つの位置に該当するか否かを検出することができる。
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【００８４】
　また、現在状況検出部１０３３は、取得された加速度情報に基づき、現在の状況が加速
度情報から推定される各種状況に該当するか否かを検出する。例えば、現在状況検出部１
０３３は、加速度情報から活動量を推定し、さらに活動量に基づき、就寝前、就寝中、起
床後などの何れの状況に該当するか否かを検出することができる。また、現在状況検出部
１０３３は、活動量情報に基づき、運動中か否か及び運動直後か否かを検出することがで
きる。
【００８５】
　また、現在状況検出部１０３３は、取得された時間情報（現在時刻）と取得された行動
スケジュール情報に基づき、現在の状況が行動スケジュール情報の状況に該当するか否か
を検出する。例えば、現在状況検出部１０３３は、加速度情報に替えて、現在時刻と行動
スケジュール情報を利用し、現在の状況が就寝前、就寝中、起床後などの何れの状況に該
当するか否かを検出することができる。例えば、現在状況検出部１０３３は、現在時刻２
３：００と就寝予定時刻２２：００及び起床予定時刻７：００を含む行動スケジュール情
報に基づき、現在の状況が就寝中に該当することを検出する。
【００８６】
　また、現在状況検出部１０３３は、取得された時間情報と温湿度情報に基づき急激な気
温変化を検出する。例えば、所定時間あたりの気温変化が基準値を超える場合に、急激な
温度変化を検出する。
【００８７】
　支援情報出力部１０３４の構成について説明する。　
　支援情報出力部１０３４は、状況特定部１０３２から測定推進状況を受け取り、現在状
況検出部１０３３から現在の状況を受け取り、現在の状況と測定推進状況とを比較して、
比較結果に基づき現在の状況が測定推進状況に該当するか否かを判断する。例えば、支援
情報出力部１０３４は、現在の状況が職場であり測定推進状況も職場である場合、現在の
状況が測定推進状況に該当すると判断する。また、支援情報出力部１０３４は、現在の状
況が就寝中であり測定推進状況も就寝中である場合、現在の状況が測定推進状況に該当す
ると判断する。また、支援情報出力部１０３４は、現在の状況が運動中であり測定推進状
況も運動中である場合、現在の状況が測定推進状況に該当すると判断する。なお、支援情
報出力部１０３４による「判断」を「推定」と読み替えてもよい。
【００８８】
　支援情報出力部１０３４は、測定推進状況に該当すると判断した場合に、第１支援情報
又は第２支援情報を出力する。これら第１又は第２支援情報を第１又は第２の制御情報と
読み替えてもよい。例えば、支援情報出力部１０３４は、血圧測定部１０３５に対して、
血圧測定（血圧測定の開始）を指示する第１支援情報を出力する。血圧測定部１０３５は
、第１支援情報に基づき血圧を測定する。言い換えれば、第１支援情報は、血圧測定部１
０３５への血圧の測定指示である。
【００８９】
　また、支援情報出力部１０３４は、通信部１０８に対して、血圧測定部１０３５への血
圧の測定指示を発生させるための入力操作（以下、「血圧測定の入力操作」とも表記する
）を促す第２支援情報を出力する。通信部１０８は、第２支援情報に基づき血圧測定の入
力操作を促すメールなどを事前に登録された宛先へ送信する。例えば、携帯端末８０に対
応する宛先を事前に登録しておくことにより、通信部１０８は、血圧測定の入力操作を促
すメールなどを携帯端末８０へ送信する。携帯端末８０は、血圧測定の入力操作を促すメ
ールなどを受信し、血圧測定の入力操作を促す情報を表示する。また、支援情報出力部１
０３４は、表示部１０１に対して、第２支援情報を出力する。表示部１０１は、第２支援
情報に基づき血圧測定の入力操作を促す情報を表示する。例えば、第２支援情報は、文字
、イメージ、又は文字とイメージにより視覚的に入力操作を促す情報である。血圧計１が
振動報知機能を備える場合には、第２支援情報に基づき血圧測定の入力操作を促す情報を
振動報知機能の振動により報知するようにしてもよい。また、血圧計１がスピーカを備え
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る場合には、第２支援情報に基づき血圧測定の入力操作を促す情報をスピーカから音声又
は効果音などにより報知するようにしてもよい。
【００９０】
　血圧測定部１０３５の構成について説明する。　
　例えば、血圧測定部１０３５は、被測定者による操作部１０２の測定スイッチの押下（
血圧測定の入力操作）に応じて出力される測定指示の検出、又は、血圧測定の開始のトリ
ガーとなる測定指示の検出に基づいて、次のように各種動作を制御し、被測定者の血圧値
を測定する。なお、血圧測定部１０３５による血圧値の測定は、センシングされたデータ
から血圧値を算出することである。
【００９１】
　例えば、血圧測定部１０３５は、測定指示の検出、又は、血圧測定の開始のトリガーと
なる測定指示の検出に基づいて、記憶部１０４の処理用メモリ領域を初期化する。血圧測
定部１０３５は、ポンプ駆動回路１１３を介してポンプ１１４をオフし、ポンプ１１４に
内蔵された排気弁を開くとともに、開閉弁１１５を開状態に維持して、押圧カフ３０２内
及びセンシングカフ３０４内の空気を排気するように制御する。血圧測定部１０３５は、
第１圧力センサ１１１、及び、第２圧力センサ１１２の０ｍｍＨｇの調整を行うように制
御する。血圧測定部１０３５は、ポンプ駆動回路１１３を介してポンプ１１４をオンし、
開閉弁１１５を開状態に維持して、押圧カフ３０２及びセンシングカフ３０４の加圧を開
始するように制御する。血圧測定部１０３５は、第１圧力センサ１１１及び第２圧力セン
サ１１２によって押圧カフ３０２及びセンシングカフ３０４の圧力をそれぞれモニタしな
がら、ポンプ駆動回路１１３を介してポンプ１１４を駆動するように制御する。血圧測定
部１０３５は、第１の流路を通して押圧カフ３０２に、また、第２の流路を通してセンシ
ングカフ３０４に、それぞれ空気を送るように制御する。
【００９２】
　血圧測定部１０３５は、センシングカフ３０４の圧力が所定の圧力（例えば、１５ｍｍ
Ｈｇ）に到達するか、もしくは、ポンプ１１４の駆動時間が所定の時間（例えば、３秒間
）だけ経過するまで待つ。血圧測定部１０３５は、開閉弁１１５を閉状態にして、ポンプ
１１４から第１の流路を通して押圧カフ３０２に空気を供給する制御を継続する。これに
より、押圧カフ３０２は、徐々に加圧され、左手首９０を徐々に圧迫していく。背板３０
３は、押圧カフ３０２からの押圧力をセンシングカフ３０４へ伝える。センシングカフ３
０４は、左手首９０（動脈通過部分９０ａを含む。）を圧迫する。
【００９３】
　この加圧過程で、血圧測定部１０３５は、血圧値（収縮期血圧ＳＢＰ（Systolic Blood
 Pressure）と拡張期血圧ＤＢＰ（Diastolic Blood Pressure）など）を算出するために
、第２圧力センサ１１２によって、センシングカフ３０４の圧力Ｐｃ、すなわち、左手首
９０の動脈通過部分９０ａの圧力をモニタし、変動成分としての脈波信号Ｐｍを取得する
。血圧測定部１０３５は、脈波信号Ｐｍに基づいて、オシロメトリック法により公知のア
ルゴリズムを適用して血圧値を算出する。血圧測定部１０３５は、血圧値を算出すると、
ポンプ１１４を停止し、開閉弁１１５を開いて、押圧カフ３０２内及びセンシングカフ３
０４内の空気を排出するように制御する。血圧測定部１０３５は、上述の制御により、血
圧値を算出することができ、算出された血圧値を血圧情報として血圧情報出力部１０３６
へ出力する。
【００９４】
　血圧情報出力部１０３６の構成について説明する。　
　血圧情報出力部１０３６は、血圧測定部１０３５による血圧測定のタイミングに応じて
、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況を血圧測定状況として受け取り、血
圧測定部１０３５から出力される血圧情報と血圧測定状況とを関連付けて出力する。つま
り、血圧情報出力部１０３６は、血圧情報及び血圧情報に関連付けられた血圧測定状況を
含む血圧関連情報を表示部１０１及び記憶部１０４へ出力する。表示部１０１は、血圧関
連情報を表示し、また、記憶部１０４は血圧関連情報を記憶する。血圧測定部１０３５に
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よる血圧測定が繰り返されることにより、記憶部１０４には複数回の測定により得られる
複数の血圧関連情報が記憶（蓄積）される。
【００９５】
　（動作）
　図７は、実施の形態に係る血圧測定処理の一例を示すフローチャートである。　
　図７に示すように、例えば、血圧計１に電力が供給される待機状態において、操作部１
０２は、被測定者により測定スイッチが押下（血圧測定の入力操作）されなければ血圧の
測定指示を発生せず（ステップＳ１１、ＮＯ）、被測定者からの測定スイッチの押下を待
ち続ける。操作部１０２は、被測定者による測定スイッチの押下に対応して血圧の測定指
示を発生する（ステップＳ１１、ＹＥＳ）。
【００９６】
　血圧測定部１０３５は、血圧の測定指示に基づき血圧測定のための動作を制御し、血圧
情報を測定する（ステップＳ１２）。このような操作部１０２からの入力指示に基づく血
圧測定を手動測定と称する。また、記憶部１０４に血圧測定スケジュールが登録されると
、情報取得部１０３１が血圧測定スケジュールを取得し、現在状況検出部１０３３が血圧
測定スケジュールに基づき血圧の測定指示を発生する。例えば、血圧測定スケジュールは
血圧測定日時の情報を含む。現在状況検出部１０３３は、血圧測定スケジュールに含まれ
る血圧測定日時及び現在日時に基づき血圧の測定指示を発生する。血圧測定部１０３５は
、この血圧の測定指示に基づき血圧測定のための動作を制御し、血圧情報を測定する。こ
のような血圧測定スケジュールに基づく血圧測定をスケジュール測定と称する。この実施
の形態では、手動測定だけでなく、手動測定とスケジュール測定との併用も含まれる。血
圧測定状況別の血圧情報の測定数に不足などが生じる要因としては、手動測定だけに頼る
こと、及び手動測定とスケジュール測定が併用されることなどが考えられる。
【００９７】
　血圧情報出力部１０３６は、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況を血圧
測定状況として受け取り、血圧測定部１０３５から出力される血圧情報と血圧測定状況と
を関連付けて出力する。つまり、血圧情報出力部１０３６は、血圧情報及び血圧情報に関
連付けられた血圧測定状況を含む血圧関連情報を表示部１０１及び記憶部１０４へ出力す
る（ステップＳ１３）。記憶部１０４は、血圧関連情報を記憶する。例えば、血圧測定の
繰り返しにより、記憶部１０４は、血圧関連情報を記憶（蓄積）する（ステップＳ１４）
。
【００９８】
　図８は、実施の形態に係る血圧測定支援処理の第１例を示すフローチャートである。　
　図８に示すように、状況特定部１０３２は、情報取得部１０３１からの血圧関連情報を
受け取り、血圧測定状況別の血圧情報の測定数を検出し、血圧測定状況別の血圧情報の測
定数に基づき、被測定者の状況のうちの一部の状況を測定推進状況として特定する（ステ
ップＳ２１）。例えば、状況特定部１０３２は、図６に示すグループ分けに基づき、各グ
ループに含まれる血圧情報の測定数を算出し、一定期間中の血圧情報の規定数と、一定期
間中の各グループの血圧情報の測定数とを比較して、規定数に満たないグループを不足グ
ループと特定する。状況特定部１０３２は、不足グループの状況を測定推進状況として特
定する。図６のグループ分けの例において、例えば、規定数を２０に設定すれば、状況特
定部１０３２は、就寝中の血圧情報を不足と特定し、就寝中の状況を測定推進状況として
特定する。
【００９９】
　現在状況検出部１０３３は、現在の状況を検出する（ステップＳ２２）。支援情報出力
部１０３４は、状況特定部１０３２から出力される測定推進状況を受け取り、現在状況検
出部１０３３から出力される現在の状況を受け取り、現在の状況が測定推進状況に該当す
るか否かを判断する（ステップＳ２３）。例えば、支援情報出力部１０３４は、現在の状
況が就寝中であり測定推進状況も就寝中である場合に、現在の状況を測定推進状況として
判断し（ステップＳ２３、ＹＥＳ）、現在の状況が就寝中ではなく測定推進状況が就寝中
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である場合に、現在の状況を測定推進状況ではないとして判断する（ステップＳＴ２３、
ＮＯ）。
【０１００】
　支援情報出力部１０３４は、現在の状況を測定推進状況であると判断した場合に、血圧
測定部１０３５へ第１支援情報を出力する（ステップＳ２４）。血圧測定部１０３５は、
第１支援情報（血圧の測定指示）に基づき血圧測定のための動作を制御し、血圧値などの
血圧情報を測定する（ステップＳ２５）。
【０１０１】
　血圧情報出力部１０３６は、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況を血圧
測定状況として受け取り、血圧測定部１０３５から出力される血圧情報と血圧測定状況と
を関連付けて出力する。つまり、血圧情報出力部１０３６は、血圧情報及び血圧情報に関
連付けられた血圧測定状況を含む血圧関連情報を表示部１０１及び記憶部１０４へ出力す
る（ステップＳ２６）。記憶部１０４は、血圧関連情報を記憶する（ステップＳ２７）。
【０１０２】
　図９は、実施の形態に係る血圧測定支援処理の第２の例を示すフローチャートである。
なお、図９のステップＳ３１乃至ステップＳ３３は、図８のステップＳ２１乃至ステップ
Ｓ２３と実質的に同一であり、その説明を省略する。　
　図９に示すように、支援情報出力部１０３４は、現在の状況を測定推進状況であると判
断した場合に、表示部１０１及び通信部１０８の少なくとも一方へ第２支援情報を出力す
る（ステップＳ３４）。表示部１０１は、第２支援情報に基づき血圧測定部１０３５への
血圧の測定指示を発生させるための入力操作を促す情報を表示する（ステップＳ３５）。
また、通信部１０８は、第２支援情報に基づき血圧測定の入力操作を促すメールなどを事
前に登録された宛先へ送信する（ステップＳ３５）。
【０１０３】
　例えば、被測定者は、表示部１０１に表示される血圧測定の入力操作を促す情報を見て
、操作部１０２の測定スイッチを操作（押下など）する（ステップＳ３６、ＹＥＳ）。又
は、被測定者は、携帯端末８０により受信されたメール中の血圧測定の入力操作を促す情
報を見て、操作部１０２の測定スイッチを操作する（ステップＳ３６、ＹＥＳ）。操作部
１０２は、測定スイッチの操作に対応して血圧測定部１０３５に血圧の測定指示を発生す
る。血圧測定部１０３５は、血圧の測定指示に基づき血圧測定のための動作を制御し、血
圧値などの血圧情報を測定する（ステップＳ３７）。
【０１０４】
　血圧情報出力部１０３６は、現在状況検出部１０３３から出力される現在の状況を血圧
測定状況として受け取り、血圧測定部１０３５から出力される血圧情報と血圧測定状況と
を関連付けて出力する。つまり、血圧情報出力部１０３６は、血圧情報及び血圧情報に関
連付けられた血圧測定状況を含む血圧関連情報を表示部１０１及び記憶部１０４へ出力す
る（ステップＳ３８）。記憶部１０４は、血圧関連情報を記憶する（ステップＳ３９）。
【０１０５】
　なお、第２支援情報に対応して出力される情報は、血圧測定スケジュールの登録又は変
更を促す情報であってもよい。例えば、測定推進状況が就寝中の場合には、第２支援情報
は、就寝時刻の血圧測定を血圧測定スケジュールに登録することを被測定者などに促す情
報であってもよい。
【０１０６】
　なお、記憶部１０４が血圧関連情報を記憶し、情報取得部１０３１が記憶部１０４に記
憶された血圧関連情報を取得するケースについて説明したが、血圧計１の記憶部１０４に
替えてサーバ７０又は携帯端末８０のメモリが血圧関連情報を記憶し、情報取得部１０３
１がサーバ７０又は携帯端末８０のメモリに記憶された血圧関連情報を取得するようにし
てもよい。
【０１０７】
　（作用・効果）　
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　以上詳述したようにこの発明の実施の形態では、血圧測定状況別の血圧情報の測定数に
基づき被測定者の状況のうちの一部の状況が測定推進状況として特定され、検出される現
在の状況が測定推進状況に該当する場合に血圧測定に関する支援情報が出力される。つま
り、現在の状況が測定推進状況に該当するとの判断をトリガーとして第１又は第２支援情
報が出力される。第１又は第２支援情報の出力により、測定推進状況において血圧測定と
測定結果の記録が支援される。これにより、測定数が少ない状況（例えば測定数が少ない
時間帯）における測定数の増加を期待することができる。つまり、血圧測定状況別の血圧
情報の測定数の不足などの解消が期待できる。
【０１０８】
　例えば、所定の状況の血圧情報が不足している場合に、この所定の状況が測定推進情報
として特定され、この所定の状況が検出された場合に第１支援情報が出力され、第１支援
情報に基づき血圧が測定され、血圧測定状況（所定の状況）に関連付けて測定により得ら
れる血圧情報が出力され、血圧測定状況に関連付けられた血圧情報が記憶される。これに
より、測定推進状況として特定される所定の状況における血圧情報の測定及び記録を促進
させることができ、所定の状況の血圧情報の不足などの解消を期待することができる。
【０１０９】
　或いは、所定の状況の血圧情報が不足している場合に、この所定の状況が測定推進情報
として特定され、この所定の状況が検出された場合に、被測定者などに向けて第２支援情
報が出力され、第２支援情報に基づき血圧測定の入力操作を促す情報が出力される。例え
ば、血圧測定の入力操作を促す情報が表示される。また、血圧測定の入力操作を促すメー
ルが送信される。血圧測定の入力操作を促す情報が被測定者などに認識されると、被測定
者などからの血圧測定の入力操作が期待できる。血圧測定の入力操作に対応して測定指示
が発生すると、この測定指示に基づき血圧が測定され、測定状況（所定の状況）に関連付
けて測定により得られる血圧情報が出力され、測定状況に関連付けられた血圧情報が記憶
される。これにより、測定推進状況として特定される所定の状況における血圧情報の測定
及び記録を促進させることができ、所定の状況の血圧情報の不足などの解消を期待するこ
とができる。
【０１１０】
　［その他の実施の形態］
　なお、血圧計１において血圧測定状況別の血圧情報の測定数に基づき測定推進状況を特
定するケースについて説明したが、実施の形態はこれだけに限定されるものではない。サ
ーバ７０又は携帯端末８０において測定推進状況を特定し、特定される測定推進状況を血
圧計１へ通知するようにしてもよい。例えば、サーバ７０又は携帯端末８０が、血圧計１
から血圧測定状況に関連付けられた血圧情報を受信し記憶する。サーバ７０又は携帯端末
８０は、血圧測定状況に関連付けられた血圧情報を測定状況別にグループ分けして、血圧
測定状況別の血圧情報の測定数に基づき測定推進状況を特定し、特定される測定推進状況
を血圧計１へ通知する。血圧計１は、サーバ７０又は携帯端末８０からの測定推進状況を
受信し、現在の状況が測定推進状況に該当すると判断した場合に、血圧測定に関する支援
情報を出力する。例えば、血圧計１は、第１支援情報を出力して血圧測定を開始してもよ
いし、第２支援情報を出力して血圧測定の入力操作を促すようにしてもよい。
【０１１１】
　また、血圧計１において血圧測定状況別の血圧情報の測定数に基づき測定推進状況を特
定し、現在の状況が測定推進状況に該当するか判断するケースについて説明したが、実施
の形態はこれだけに限定されるものではない。携帯端末８０において測定推進状況を特定
し、現在の状況が測定推進状況に該当すると判断した場合に、現在の状況が測定推進状況
に該当することを示す情報を血圧計１へ通知するようにしてもよい。例えば、携帯端末８
０が、血圧計１から血圧測定状況に関連付けられた血圧情報を受信し記憶する。携帯端末
８０は、血圧測定状況に関連付けられた血圧情報を血圧測定状況別にグループ分けして、
血圧測定状況別の血圧情報の測定数に基づき測定推進状況を特定する。さらに、携帯端末
８０は、現在の状況を検知し、現在の状況が測定推進状況に該当すると判断した場合に、
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現在の状況が測定推進状況に該当することを示す情報を血圧計１へ通知する。血圧計１は
、携帯端末８０から現在の状況が測定推進状況に該当することの通知を受信し、この通知
に基づき血圧測定に関する支援情報を出力する。例えば、血圧計１は、第１支援情報を出
力して血圧測定を開始する。
【０１１２】
　なお、血圧計１は、上述のように、被測定者による血圧測定の入力操作、又は血圧計１
が自律的に発生するトリガー信号（第１支援情報など）に基づいて血圧測定を開始するタ
イプの血圧計（非連続型の血圧計）に限られるものではない。例えば、血圧計１は、ＰＴ
Ｔ（Pulse Transmit Time）方式、トノメトリ方式、光学方式、電波方式、又は、超音波
方式などを用いた血圧計（連続型の血圧計）であってもよい。ＰＴＴ方式は、脈波伝播時
間（ＰＴＴ）を測定し、測定した脈波伝播時間から血圧値を推定する方式である。トノメ
トリ方式は、手首の橈骨動脈などの動脈が通る生体部位（被測定部位）に圧力センサを直
接接触させて、圧力センサが検出する情報を用いて血圧値を測定する方式である。光学方
式、電波方式、及び、超音波方式は、光、電波又は超音波を血管にあててその反射波から
血圧値を測定する方式である。
【０１１３】
　例えば、連続型の血圧計が、血圧測定状況に関連付けられた血圧情報を外部メモリ（例
えばサーバ７０又は携帯端末８０のメモリ）へ送信し、サーバ７０又は携帯端末８０で血
圧情報を記憶するケースを想定する。血圧計の通信環境又は通信設定によっては、定期的
に、血圧情報がサーバ７０又は携帯端末８０へ送信されないことがある。このようなケー
スでは、サーバ７０又は携帯端末８０において、血圧測定状況別の血圧情報の測定数の不
足などが生じることがある。或いは、サーバ７０又は携帯端末８０において蓄積される情
報量を抑制したいケースや血圧計とサーバ７０又は携帯端末８０の間で送受信される情報
量を抑制したいケースがある。
【０１１４】
　これらのケースにおいて、サーバ７０又は携帯端末８０が、血圧測定状況に関連付けら
れた血圧情報を血圧測定状況別にグループ分けして、血圧測定状況別の血圧情報の測定数
に基づき測定推進状況を特定し、特定された測定推進状況を血圧計へ通知する。血圧計は
、連続的に血圧を測定しているが、測定された全ての血圧情報をサーバ７０又は携帯端末
８０へ送信せずに、サーバ７０又は携帯端末８０からの測定推進状況を受信し、現在の状
況が測定推進状況に該当すると判断する場合に測定される血圧情報をサーバ７０又は携帯
端末８０へ送信する。これにより、サーバ７０又は携帯端末８０における血圧測定状況別
の血圧情報の測定数の不足などの解消が期待できる。さらに、サーバ７０又は携帯端末８
０において蓄積される情報量の抑制、及び送受信される情報量の抑制が可能となる。
【０１１５】
　また、前記一実施の形態では、血圧を測定する場合を例にとって説明した。しかし、そ
れに限るものではなく、活動量や歩数、心電、脈拍数、体温などのその他の生体情報を測
定する場合にも、この発明は適用可能である。
【０１１６】
　上記各実施形態において説明された種々の機能部は、回路を用いることで実現されても
よい。回路は、特定の機能を実現する専用回路であってもよいし、プロセッサのような汎
用回路であってもよい。
【０１１７】
　上記各実施形態の処理の少なくとも一部は、汎用のコンピュータを基本ハードウェアと
して用いることでも実現可能である。上記処理を実現するプログラムは、コンピュータで
読み取り可能な記録媒体に格納して提供されてもよい。プログラムは、インストール可能
な形式のファイル又は実行可能な形式のファイルとして記録媒体に記憶される。記録媒体
としては、磁気ディスク、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-Read Only Memory
）、ＣＤ－Ｒ（Compact Disc-Recordable）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）など）
、光磁気ディスク（ＭＯ（Magneto Optical）など）、半導体メモリなどである。記録媒
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てもよい。また、上記処理を実現するプログラムを、インターネットなどのネットワーク
に接続されたコンピュータ（サーバ）上に格納し、ネットワーク経由でコンピュータ（ク
ライアント）にダウンロードさせてもよい。
【０１１８】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限
られるものではない。　
　（付記１）
　生体情報測定部により被測定者の生体情報を測定するときの前記被測定者の状況別の前
記生体情報の測定数に基づき、前記被測定者の状況のうちの一部の状況を測定推進状況と
して特定し、
　前記被測定者の現在の状況を検出し、
　前記現在の状況が前記測定推進状況に該当する場合に、前記生体情報の測定に関する支
援情報を出力するように構成されるプロセッサと、
　前記プロセッサを動作させる命令を記憶するメモリと、
　を備える情報処理装置。
【０１１９】
　（付記２）
　生体情報測定部の動作を支援する情報処理装置が実行する情報処理方法であって、
　少なくとも１つのプロセッサを用いて、前記生体情報測定部により被測定者の生体情報
を測定するときの前記被測定者の状況別の前記生体情報の測定数に基づき、前記被測定者
の状況のうちの一部の状況を測定推進状況として特定する状況特定過程と、
　前記少なくとも１つのプロセッサを用いて、前記被測定者の現在の状況を検出する現在
状況検出過程と、
　前記少なくとも１つのプロセッサを用いて、前記現在の状況が前記測定推進状況に該当
する場合に、前記生体情報の測定に関する支援情報を出力する支援情報出力過程と、
　を備える情報処理方法。
【符号の説明】
【０１２０】
　１…血圧計、１０…本体、１０Ａ…ケース、１０Ｂ…ガラス、１０Ｃ…裏蓋、２０…ベ
ルト、３０…カフ構造体、３０ａ…一端、３０ｂ…他端、３０ｃ…内周面、７０…サーバ
、８０…携帯端末、９０…左手首、９０ａ…動脈通過部分、９１…橈骨動脈、９２…尺骨
動脈、９３…橈骨、９４…尺骨、９５…腱、１０１…表示部、１０２…操作部、１０３…
制御部、１０４…記憶部、１０５…加速度センサ、１０６…温湿度センサ、１０７…気圧
センサ、１０８…通信部、１０９…ＧＰＳ受信機、１１０…電池、１１１…第１圧力セン
サ、１１２…第２圧力センサ、１１３…ポンプ駆動回路、１１４…ポンプ、１１５…開閉
弁、２０１…第１ベルト部、２０１ａ…根元部、２０１ｂ…先端部、２０２…第２ベルト
部、２０２ａ…根元部、２０２ｂ…先端部、２０２ｃ…小穴、２０３…尾錠、２０３Ａ…
枠状体、２０３Ｂ…つく棒、２０３Ｃ…連結棒、２０４…ベルト保持部、３０１…カーラ
、３０２…押圧カフ、３０３…背板、３０４…センシングカフ、３０４Ａ…第１のシート
、３０４Ｂ…第２のシート、４０１…連結棒、４０２…連結棒、５０１…可撓性チューブ
、５０２…可撓性チューブ、５０３…第１の流路形成部材、５０４…第２の流路形成部材
、１０３１…情報取得部、１０３２…状況特定部、１０３３…現在状況検出部、１０３４
…支援情報出力部、１０３５…血圧測定部、１０３６…血圧情報出力部
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